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第１章 基本的な考え方 

 

１． 策定の趣旨 

 我が国における少子高齢化の進展と人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力あ

る日本社会を維持するため、国は平成 26年 12月にまち・ひと・しごと創生法を制定し、

国と地方が一体となって地方創生を実現するため、それぞれが総合戦略を策定のうえ施

策を実施する責務を有することを定めました。 

 本市においても人口減少を克服し、将来にわたって住みよさを実感でき、活気がある

まちにしていくために、平成 27年度に「豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下

「第１期総合戦略」という。）」を策定し、計画的に施策の展開を図ってきました。 

 令和元年度は、この第１期総合戦略の最終年にあたることから、これまでの地方創生

の取組の成果や課題を調査・分析し、国の「まち・ひと・しごと創生基本方針 2019」や

令和元年 12月に策定された国の第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」および県の

総合戦略を勘案しながら、本市が引き続き、地方創生に向けて、重点的に取り組むべき施

策を整理した、令和２年度を初年度とする「第２期豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦

略（以下「第２期総合戦略」という。）」を策定します。 

 

２． 総合戦略の位置づけ 

 総合戦略は、豊川市人口ビジョン（令和元年度改訂版）に定める「目指すべき将来の方

向」や「人口の将来見通し」を達成するために、国・県の総合戦略を勘案しつつ、本市の

最上位計画である第６次豊川市総合計画（以下「総合計画」という。）と連動した具体的

な施策や事業を組み込んだ計画とします。 
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３． 計画期間 

 総合計画の目標年次が令和７年（2025 年）度であり、総合計画と連動しながら施策を

推進していくため、総合計画の目標年次に合わせ、計画期間を令和２年（2020 年）度か

ら令和７年（2025年）度までの６年間とします。 

 なお、毎年の施策・事業の評価・検証などにおいて改定が必要である場合には、適宜見

直しを行っていくものとします。 

 

４． 重要業績評価指標（ＫＰＩ）の考え方 

 第１期総合戦略の評価を踏まえ、現在のＫＰＩを基本的に踏襲し、推移を検証すると

ともに、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）などの新たな視点も取り入れるものとします。 

 

５． 第１期豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の成果と課題 

（１）人口の動向 

 本市の人口は平成 27 年（2015年）の国勢調査の結果で 182,436人となっており、今後

の推計では、平成 27 年をピークに減少する推計となっています。 

 年齢３区分別では、年少人口（0～14歳）と生産年齢人口（15～64 歳）が減少する中、

老年人口（65歳以上）が増加しており、少子高齢化が着実に進んでいます。 

 人口動態をみると、自然動態では、死亡数が出生数を上回る自然減の状態になってい

ます。社会動態では転入数が転出数を上回る社会増となっています。市内企業などへ勤

める外国人の増加や近隣市町からの転入増などが主な要因として考えられます。 

 今後、日本全体が人口減少する中、本市においても人口減少はやむを得ない状況にあ

りますが、未婚率を低減しつつ、出生率の向上を図る子育て施策などを強化するととも

に、雇用の場の創出、魅力的な住環境の形成などを図りながら、移住・定住を促進する施

策の強化が求められます。 

 

（２）第１期総合戦略の評価【ＫＰＩの達成状況】 

 第１期総合戦略に掲げる重要業績評価指標（ＫＰＩ）についての達成状況を検証した

結果は次のようになっています。 
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 基本目標①「しごとづくり」のＫＰＩでは、新規就農者数以外は目標を達成していますが、

新規就農者数の推移をみると、平成 28年に 20人、平成 29年に 22人を確保しており、引き

続き新規就農者の確保・育成を行いつつ、新規就農者の定着を図り、高齢化している農業就

業者からの技術移転なども含め、将来を担う若い世代などが農業分野で活躍できる支援策を

強化することが求められます。 

基本目標 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 
数値目標 実績（最新年） 

基本目標① 

 

しごとづくり 

有効求人倍率 1.00 倍以上 1.33 倍 

従業者数 77,982 人以上 78,051 人 

創業支援相談件数 226 件／年度 254 件／年度 

就労促進に関する事業への参加者

数 
515 人以上 803 人 

販路開拓支援件数 8 件／年度 8 件／年度 

新規就農者数 15 人／年度 10 人／年度 

 

 

基本目標① しごとづくり 
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図表 基本目標① ＫＰＩ達成状況レーダーチャート 図表 豊川市の新規就農者数の推移 

図表 年齢階級別農業就業者比率と平均年齢 
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 基本目標②「ひとの流れづくり」のＫＰＩでは、転入・転出者数では目標を上回っていま

すが、年間観光入込客数は大きく下回るなど、交流人口の確保が課題となっています。 

 消費拡大に向けた地域内滞留時間の拡大を目指して市の観光魅力の向上、効果的な情報発

信、外国人も含めた新たな交流人口、関係人口の獲得などに向けたさらなる取組の強化が求

められます。 

基本目標 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 
数値目標 実績（最新年） 

基本目標② 

 

ひとの流れ 

づくり 

転出・転入者数 ±0 人 297 人 

年間観光入込客数 783 万 6 千人 741 万人 

従業者 30 人以上の製造業の事業所

数 
128 事業所 142 事業所 

中心市街地の通行量 58,400 人 58,220 人 

市内宿泊施設宿泊者数 25 万人 25.8 万人 

 

 

基本目標② ひとの流れづくり 
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図表 基本目標② ＫＰＩ達成状況レーダーチャート 
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 基本目標③「結婚・出産・子育て環境づくり」では、本市は多くの取組を実施しており、

「３歳未満児の受入れ」については年々受入れ数を増加するとともに、「子どもを生み、育て

る環境」の市民満足度も上昇していますが、全てのＫＰＩが目標値を達成できませんでした。

合計特殊出生率の向上を図るためにも、20歳代や 30歳代の女性の増加、20～49歳の未婚率

の低下、仕事と子育てがしやすい就労環境、経済的な安定など、結婚・出産、子育てがしや

すい環境づくりが求められます。 

基本目標 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 
数値目標 実績（最新年） 

基本目標③ 

 

結婚・出産・子育

て環境づくり 

「子どもを生み、育てる環境」市

民満足度 
50.0％ 47.7％ 

合計特殊出生率 1.70 1.55 

子育てを前向きに捉える親の割合 93.8％ 90.8％ 

地域子育てネットワークの整備 4 地区 0 地区 

３歳未満児の受入れ 1,351 人 1,343 人 

 

基本目標③ 結婚・出産・子育て環境づくり 
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図表 基本目標③ ＫＰＩ達成状況レーダーチャート 図表 豊川市の３歳未満児の受入れ数の推移 

図表 市民の満足度の推移 図表 豊川市の合計特殊出生率の推移 
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図表 豊川市の女性人口（15～49 歳）の推移 

図表 豊川市の未婚率（20～49 歳）の推移 

 

出典：あいちの人口（各年 10月 1 日現在） 

出典：国勢調査 



第２期豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

- 7 - 

 

第
１
章 

基
本
的
な
考
え
方 

 基本目標④「安全で快適に暮らせるまちづくり」では、概ねＫＰＩを達成できていますが、

「住み続けたいと思う人の割合」が低下しており、定住促進を図るためには、防災対策や交

通安全対策、利便性の向上など、誰もが安全に快適に暮らせ、高齢になっても生涯現役で元

気に活躍できる環境づくりが求められます。 

基本目標 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 
数値目標 実績（最新年） 

基本目標④ 

 

安全で快適に

暮らせるまち

づくり 

住み続けたいと思う人の割合 78.5％ 76.2％ 

拠点周辺の人口割合 53.8％ 53.9％ 

自立高齢者の割合 83.6％ 84.7％ 

東三河広域連合による共同処理事

務本格実施数 
6 事業 6 事業 

 

基本目標④ 安全で快適に暮らせるまちづくり 
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図表 基本目標④ ＫＰＩ達成状況レーダーチャート 図表 豊川市に住み続けたいと思う人の割合 

77.7 

76.2 

75

76

77

78

79

Ｈ27 Ｈ29

（％） 住み続けたいと思う人の割合

目標値 78.5％

53.6 

53.7 

53.6 

53.8 

53.9 

53.5

53.6

53.7

53.8

53.9

54

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

（％） 拠点周辺の人口割合

目標値 53.8％
85.5 

85.2 
85.0 84.9 

84.7 

83

84

85

86

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

（％） 自立高齢者の割合

目標値 83.6％

図表 拠点周辺の人口割合 図表 自立高齢者の割合 
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（３）基本目標ごとの課題 

①しごとづくり 

・本市の特徴的な産業である農業分野においては、ＫＰＩが未達成であるため、さらな

る取組強化を図るとともに、農業分野以外でも、特徴的な産業において「稼ぐ力」を高

める施策を展開していく必要があります。 

・今後はⅠoＴ、人工知能（ＡＩ）、ロボットなどの未来技術を活用した産業の付加価値の

向上、新産業の創出を図るとともに、業務の効率化や新たな公共サービスの創出など

に取り組んでいく必要があります。 

・市内の産業を支える人材を維持するため、若者の就労・雇用確保、仕事と子育ての両立

に向けた雇用環境づくり、さらには高齢者の知識･経験などを生かした多様な働き方が

できる環境づくりに取り組むなど、誰もが活躍できる地域社会を推進するための施策

を検討する必要があります。 

 

 

②ひとの流れづくり 

・本市の人口動態は、転入・転出による社会増や、通勤・通学などによる流出超過になっ

ていますが、引き続き若者や女性などの新しい市民の転入を促していくため、まちの

魅力を高めつつ、若者や女性を呼び込む新たな施策を展開していく必要があります。 

・外国人観光客は宿泊のみで、地域内滞留時間が短いと想定されるため、本市が持つ自

然や歴史などの地域資源を有効に活用した魅力づくりに取り組むとともに、国内外に

対して、本市の魅力を積極的に情報発信していくシティセールスを強化し、市域内で

の交流促進、関係人口の創出・拡大につながる施策を展開していく必要があります。 

・今後の本市の持続的な発展に向けては、製造業や建設業などの既存産業の発展が必要

不可欠ですが、人材確保が大きな社会課題になっており、外国人労働者の受入れや中

小企業の事業承継に対処できる施策を検討していく必要があります。 

・本市の経済基盤を強化するため、新たな工業用地の開発による企業誘致、産業集積へ

とつながる施策を検討していく必要があります。 

 

 

③結婚・出産・子育て環境づくり 

・全国平均と比較すると、本市の女性（20～49 歳）の未婚率は低く、合計特殊出生率は

高くなっています。このような安心して子どもを生み育てることができる市のイメー

ジを浸透させながら、より一層、子育てしやすい環境を整えていく必要があります。医

療・保健・福祉との連携による出産・育児の支援体制の構築、保育サービスおよび学校

教育の充実、子どもの遊び場の確保など、子育て世帯のニーズに的確に対応した多様

な子育て支援に向けた施策を検討していく必要があります。 

・核家族化の進展や地域社会との関係が希薄化する中、子育てすることへの不安や負担
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を軽減するため、地域ぐるみで子育てを支え合うことが必要です。女性、子ども、高齢

者、障害者、外国人など、誰もが活躍できる地域社会にしていくためにも、地域全体で

支え合う環境づくり、仕組みづくりに取り組む必要があります。 

 

 

④安全で快適に暮らせるまちづくり 

・市民が安心・安全に暮らせるよう、防災対策、防犯対策、交通安全対策を強化するた

め、自助・共助の推進による自治力の強化や、インフラの強靭化などに取り組む必要が

あります。 

・市民が快適に暮らせるように、公共交通機関の利便性の向上、既存ストックのリノベ

ーションによる地域の高付加価値化などにつながる施策に取り組んでいく必要があり

ます。 

・限られた財源の中で地域の課題解決や市民サービスの向上を図るために、民間の資金、

アイデア、ノウハウ、技術を活用した幅広い分野で官民連携を推進する施策を検討す

る必要があります。 

 

６． 新たな課題への対応 

新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」という。）の拡大は、地域経済に対して大

きな影響を与えるとともに、テレワークをはじめとする新たな働き方の導入や地方への

移住の関心の高まりなど、国民の意識・行動変容をもたらすものとなっています。 

このため、本計画ではこうした感染症による社会状況の変化または国の施策動向につ

いて、柔軟に対応の上、各施策に反映するものとします。 
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第２章 基本目標 

 

１． 国の考え方 

 人口減少を抑制し、将来的にわたり持続可能な地域を実現していくため、国の第２期

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、将来にわたって「活力ある地域社会」の実現

と「東京圏への一極集中」の是正を目指し、住民一人ひとりが暮らす地域において豊かさ

と生活の充実感を享受できるような施策を検討することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来にわたって「活力ある地域社会」の実現 

 

 

 

（１）人口減少を和らげる 

・人口減少を和らげるため、結婚、出産、子育ての希望をかなえ、生活面の充

実を図るとともに、文化や歴史、街並み等を活かした「暮らしやすさ」を追

求し、地方の魅力を育み、ひとが集う地域を構築する。 

（２）地域の外から稼ぐ力を高めるとともに、地域内経済循環を実現する 

・世界も視野に入れて、競い合いながら、観光、農業、製造業など、地域ごと

の特性を活かして域外から稼ぐとともに、域外から稼いだ資金を地域発のイ

ノベーションや地域企業への投資につなげるなど、地域の隅々まで循環させ

ることにより、地域経済を強くしていく。 

（３）人口減少に適応した地域をつくる 

・人口減少の歯止めには時間を要し、歯止めをかけたとしても一定の人口減少

が進行していくことが見込まれることから、生活・経済圏の維持・確保や、

生産性の向上などに取り組み、人口減少に適応した地域をつくる。 

人口減少を和らげる 

人口減少に適応した

地域をつくる 

地域の外から稼ぐ力

を高めるとともに、

地域内経済循環を 

実現する 

結婚‣出産‣子育ての希望をかなえる 

魅力を育み、ひとが集う 

「東京圏への一極集中」の是正 

 

 

 

住民一人ひとりがそれぞれ暮らす地域において、家族や友人、隣人等との交流の中で、 

豊かさと生活の充実感を享受できるようにしていく 
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 国では、将来にわたって「活力ある地域社会」の実現と、「東京一極集中」の是正を共

に目指すため、次の４つの基本目標と２つの横断的な目標のもとに取り組むこととして

います。さらに、国の第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」2020 改訂版では、新

型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた地方創生の取組の今後の方向性が新たに示さ

れ、基本目標の施策に、「地方創生テレワークの推進」などが追加されました。また、「横

断的な目標」には、地域における Society5.0の推進として「スーパーシティ構想の推進

など、地域におけるデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の活用による地域課題

の解決」が明記されました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪政策目標≫ 

◆地域の特性に応じた、生産性が高く、稼ぐ地域の実現 

◆安心して働ける環境の実現 

【基本目標１】 

稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 

≪政策目標≫ 

◆地方への移住・定着の推進…地方創生テレワークの推進など 

◆地方とのつながりの構築…オンライン関係人口など、新たな関係 

【基本目標２】 

地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる 

≪政策目標≫ 

◆結婚・出産・子育てしやすい環境の整備 

【基本目標３】 

結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

≪政策目標≫ 

◆活力を生み、安心な生活を実現する環境の確保 

【基本目標４】 

ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる 

【
横
断
的
な
目
標
１
】
多
様
な
人
材
の
活
躍
を
推
進
す
る 

 
 

 
 

 
 

 
 
≪

政
策
目
標≫

 

・
多
様
な
ひ
と
び
と
の
活
躍
に
よ
る
地
方
創
生
の
推
進 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

・
誰
も
が
活
躍
す
る
地
域
社
会
の
推
進 

【
横
断
的
な
目
標
２
】
新
し
い
時
代
の
流
れ
を
力
に
す
る 

 
≪

政
策
目
標≫

 

・
地
域
に
お
け
る
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ 

５.

０
の
推
進…

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
構
想
の
推
進
な 

ど
、
地
域
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
活
用
に
よ
る
地
域
課
題
の
解
決 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
地
方
創
生
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
実
現
な
ど
の
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

【新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた地方創生の今後の方向性】 

①感染症による意識・行動変容を踏まえたひと・しごとの流れの創出 

②各地域の特色を踏まえた自主的・主体的な取組の促進 
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２． 豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略×ＳＤＧｓ 

（１）ＳＤＧｓとは 

 ＳＤＧｓとは、「Sustainable Development Goals」の略で、2015 年９月の国連サミッ

トで採択された 2030 年を期限とする、先進国を含む国際社会全体の開発目標で、持続可

能な世界を実現するための 17の目標と 169のターゲットで構成され、地球上の誰一人と

して取り残さないことを誓った国際社会共通の目標です。 

 このＳＤＧｓの 17 の目標や 169 のターゲットに示される多様な項目を進めることで、

各地域における課題の解決に貢献し、地方創生を推進することになります。 

 

（２）豊川市におけるＳＤＧｓ 

 国際社会全体の開発目標である目指す 17の目標とはスケールが異なるものの、本市の

目指す都市の姿や総合戦略で取り組む「しごと」、「ひとの流れ」、「結婚・出産・子育て環

境」、「安全で快適に暮らせるまちづくり」などの方向性はＳＤＧｓの理念と重なると考

えており、総合戦略を推進することが、ＳＤＧｓの目標達成に向けた取組を推進するこ

とに資するものと考えます。 

 また、本市が国際社会の仲間入りをするためにも、より視野を広げ、より高い視点と志

でまちづくりに取り組むことが必要と考えます。 

 そこで、本市の総合戦略で示す各施策において、ＳＤＧｓの 17の目標を掲げ、総合戦

略を推進することで、ＳＤＧｓの達成を目指します。 
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３． 豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略×新たな日常に向けた強靭な地域の構築 

 感染症拡大を受けて、国は、「強靭かつ自律的な地域の構築に向けた「３つの原則」」を

基盤とした「新たな日常の実現のための「３つの視点」」から、20の分野における取組を重

点的かつ複合的に展開することを推進しています（内閣府「地域未来構想 20」）。 

特に３つの原則のうち、「デジタル技術への積極的な投資」における、新たな日常の構築

への原動力となるデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）については、地方創生分

野へも大きな変革をもたらすものであることから、これを強く意識した施策の展開を図る

ものとします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

新たな暮らしのスタイルの確立 社会的な環境整備 

新たな日常の実現のための「３つの視点」 

消費・投資の促進 

強靭かつ自律的な地域の構築に向けた「３つの原則」 
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４． 目指すべき将来の方向 

 本市の人口は現状のままでは、出生数の減少、死亡数の増加によって自然動態の減少

が大きくなっていくことが予想されます。また、社会動態については近年、豊橋市や新城

市などの近隣市町村を中心に転入超過になっているものの、名古屋市や東京都などへの

転出超過が続いており、今後は、近隣市町村の人口減少も予想されるため、近隣市町村か

らの転入も期待できなくなる可能性があります。さらには、感染症の拡大による地方へ

の移住の関心の高まりや、テレワークの広がりといった、新たな生活様式に即した社会

動態の変化にも対応することが求められます。 

 こうした状況を踏まえ、国の「まち・ひと・しごと創生基本方針」および第２期「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案し、本市の第２期総合戦略においては、人口減少

や少子高齢化への対応に加え、感染症拡大による意識・行動変容に柔軟に対応しながら、

「定住・交流・関係人口の増加を図る」、「若い世代の希望を実現する」、「本市の特徴を生

かして時代にあった地域をつくる」の３つの視点を、目指すべき将来の方向として定め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来の方向① 定住・交流・関係人口の増加を図る 

・市内事業所と連携し、若い世代の地元就職率を高められるような施策や起業支援な

どを実施するとともに、地元で暮らしたいと思える魅力的なまちづくりのための施

策を推進します。 

・歴史、文化や自然などの地域資源の魅力化を図りながら、国内外への情報発信を強

化し、観光・交流の促進、関係人口の創出・拡大につなげるための施策を推進しま

す。 

・外国人も含め、就業者の多い製造業や建設業などの既存産業に加え、新たな産業集

積を図りながら、雇用の場を確保する施策を推進します。 

 

 

定住・交流・関係人口の 

増加を図る 

 

若い世代の希望を実現する 
本市の特徴を生かして時代に

あった地域をつくる 
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将来の方向② 若い世代の希望を実現する 

・若い世代が将来に不安なく結婚し、安心して出産や子育てができる支援施策を推進

します。 

・男女ともに、子育てと仕事を両立できる子育て環境の整備と就労環境の充実に向け

た施策を推進します。 

将来の方向③ 本市の特徴を生かして時代にあった元気な地域をつくる 

・感染症が拡大しない地域づくりを含め、誰もが安心して健やかに暮らし続けること

ができる、安全で快適なまちづくりのための施策を推進します。 

・緑豊かで歴史・文化が豊富な市の特徴を生かし、住みたい、住み続けたいと思う地

域づくりのための施策を推進します。 

・女性、子ども、高齢者、障害者、外国人など、誰もが活躍できる地域づくりのため

の施策を推進します。 

 

５． 基本目標と施策 

 目指すべき将来の方向を実現するため、第１期の成果と課題などを踏まえ、次の４つ

の基本目標を掲げて取り組むこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標 

① 
しごとづくり 

基本目標 

② 
ひとの流れづくり 

基本目標 
③ 

結婚・出産・子育ての希望をかなえ、

誰もが活躍できる地域社会づくり 

基本目標 

④ 
安全で快適に暮らせるまちづくり 
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基本目標① しごとづくり 
 

 

 

中小企業などの経営基盤強化・経営革新や創業・起業、未来技術の実装への支援、若者

層の就業支援、人材育成支援、農業・商業の経営・生産性の向上など、質の高い「しごとづく

り」に取り組みます。 

 

 

 

指 標 
現状値 

（2018年度） 

目標値 

（2024年度） 

有効求人倍率（倍） 1.33 倍 1.35 倍以上 

創業者数（人／年度） 15 人／年度 15 人／年度 

販路開拓支援件数（件／年度） 8 件／年度 10 件／年度 

製造業の事業所数（事業所） 481 事業所 484 事業所 

就労促進に関する事業への参加者数（人） 803 人 770 人 

新規就農者数（人／年度） 10 人／年度 15 人／年度 

農業産出額（億円） 171 億円  187.5 億円 

主要農産物の販売額（億円）※ 97.6 億円 100.0 億円 

年間商品販売額（百万円） 298,931 百万円 300,000 百万円 

   ※主要農産物：大葉、トマト、菊、バラ、イチゴの５品目 

 

 

 

 

（１） 創業・起業・販路開拓支援、新たなビジネスモデル構築などへの支援 

●中小企業などに対して専門家を派遣した創業、起業、経営支援相談事業などを実施し、

中小企業の経営支援・経営革新、遊休不動産の活用による新たなビジネスモデルの構築

支援を行います。 

●国内外における展示会やイベントへの出展にかかる費用の一部助成、各種研修や情報収

集にかかる経費の補助など、販路開拓を支援します。 

●Society5.0 の実現に向けた技術（未来技術）を活用した中小企業の産業強化、第２創業

の支援を行います。 

 

 

 

基本的方向 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な施策 
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≪ＳＤＧｓ～17の目標との関係≫ 

 

    
   

 

≪主な事業≫ 

・チャレンジとよかわ活性化事業 

・とよかわ創業・起業支援ネットワークを活用した創業・起業の支援 

・遊休不動産などの活用による創業支援 

・未来技術の社会実装を通じた地域産業の強化 

 

【担当部課】 

産業環境部商工観光課、都市整備部都市計画課、企画部企画政策課 

 

（２） 就労促進、人材育成支援 

●市内の製造業を支えるものづくり人材やグローバルに活躍できる人材を確保・育成するた

め、中小企業向けの講座を開催する職業能力開発専門学院への助成や、市内企業の熟

練技能者による市内高等学校における実技指導を行うなど、人材育成への支援を行いま

す。 

●市内での就業促進に向け、若年層および首都圏からの転入者などへの就労支援を行い

ます。 

 

≪ＳＤＧｓ～17の目標との関係≫ 

 

    
   

 

≪主な事業≫ 

・職業能力開発専門学院支援事業 

・地域技能者活用事業 

・若年者の就労支援 

・新技術導入研修支援事業 

・首都圏人材確保支援事業 

 

【担当部課】 

産業環境部商工観光課 

 

（３） 農業・商業の活性化と経営・生産性向上の支援 

●農業の担い手を確保するため、就農塾の開講、農業機械のリースや導入補助などにより、

新規就農者の発掘や農業経営者の育成を支援します。 
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●豊川産農産物のブランド化や販路開拓、地産地消、食育およびスマート農業の推進、農

業経営収入保険加入を支援するなど、農業経営を支援します。 

●農地の利用集積や耕作放棄地の解消、有害鳥獣による農産物への被害低減のための

対策事業など、農業の生産性向上に向けた支援を行います。 

●経済団体と連携し、既存商業者への経営支援や事業活動などへの支援を行います。 

 

≪ＳＤＧｓ～17の目標との関係≫ 

 

     

  

 

≪主な事業≫ 

・ひまわり農業協同組合との連携による就農者および生産性向上への支援 

・有害鳥獣の捕獲と防除体制への支援 

・耕作放棄地解消への支援 

・豊川産農産物のブランド化・販路開拓への支援 

・地産地消、食育推進への支援 

・既存商業者への多様な産業活性化に向けた支援 

 

【担当部課】 

産業環境部農務課、産業環境部商工観光課 

 

  

生産量日本一のとよかわバラの全国ＰＲ（東京都庁） 
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基本目標② ひとの流れづくり 
 

 

 

製造業を軸とした魅力ある企業の集積を図りつつ、既存企業の機能強化を図ります。 

また、魅力ある地域資源を国内外に積極的に発信するとともに、テレワーク関連施策など

を通じて、本市へ「ひと」を呼び込む流れをつくります。 

 

 

 

指 標 
現状値 

（2018年度） 

目標値 

（2024年度） 

転出・転入者数（人）※ ＋297 人 ＋500 人 

製造業の事業所数（事業所）【再掲】 481 事業所 484 事業所 

製造品出荷額等（百万円） 870,119 百万円 900,000 百万円 

年間観光入込客数（万人） 741 万人 800 万人 

中心市街地の通行量（人） 58,220 人 58,300 人 

市内宿泊施設宿泊者数（万人） 25.8 万人 27.0 万人 

ＳＮＳ登録者数（件） 8,403 件 10,000 件 

     ※転出・転入者数：人口の増減数（「出生・転入－死亡・転出」の合計値） 

 

 

 

 

（１） 企業立地・産業集積の推進 

●東名高速道路や国道１号、国道 23号、国道 151号などの道路ネットワークを生かした産

業集積を図るため、新たに進出する企業の誘致に向けた支援を行います。 

●地域の経済、雇用を支える既存企業の市内における再投資などを支援します。 

 

≪ＳＤＧｓ～17の目標との関係≫ 

 

   
    

 

≪主な事業≫ 

・新規工業用地の開発 

・企業立地支援策の啓発 

基本的方向 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な施策 
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・進出企業への企業立地奨励金、雇用促進奨励金、工場などの新増設に対する企業再

投資促進補助金の支給 

・御津１区第２期分譲用地取得事業補助金などの支給 

・トップセールスによる企業誘致 

 

【担当部課】 

産業環境部企業立地推進課 

 

（２） 地域資源の活用推進 

●豊川稲荷、御油のマツ並木や赤塚山公園、豊川いなり寿司をはじめとする歴史・文化、自

然環境、特産品など本市独自の地域資源の活用により、来訪者の増加を図る施策を推

進します。 

●民間団体と連携し、スポーツをはじめとした本市のにぎわい創出に向けたイベントの開催な

どを支援します。 

 

≪ＳＤＧｓ～17の目標との関係≫ 

 

  
  

 
  

 

≪主な事業≫ 

・とよかわブランドの磨き上げ 

・赤塚山公園の賑わい創出に向けた再整備 

・スポーツイベントの活性化 

・トップアスリートふれあい交流事業 

・スポーツ合宿への支援 

・中心市街地活性化事業 

・豊川公園の多機能化への再整備 

・文化活動を通じた環境整備 

・歴史遺産の利活用 

 

【担当部課】 

産業環境部商工観光課、産業環境部農務課、都市整備部公園緑地課、教育委員会ス

ポーツ課、都市整備部都市計画課、市民部文化振興課、教育委員会生涯学習課 

 

（３） シティセールス・観光の振興を核とした移住・交流等人口の拡大の推進 

●国内外への情報発信など、シティセールスを強化し、外国人をはじめ、市域内における交

流の促進を図るとともに、関係人口の創出・拡大を図ります。 

●観光名所などにおける周遊促進を図るため、観光ルートの整備やおもてなし人材による魅

力発信などの観光振興を推進します。 
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●豊川版ローカルツーリズム、着地型観光などの新たな観光ニーズへの対応強化を図りま

す。 

 

≪ＳＤＧｓ～17の目標との関係≫ 

 

  
     

 

≪主な事業≫ 

・インバウンド対策事業 

・都市圏プロモーション事業 

・観光ルート整備事業 

・観光おもてなし力促進事業 

・シティセールス推進事業 

・ふるさと納税および企業版ふるさと納税の活用を通じた関係人口の創出・拡大 

 

【担当部課】 

産業環境部商工観光課、企画部秘書課、企画部企画政策課 

 

  

シティセールス推進事業（セントレア） 
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基本目標③ 
結婚・出産・子育ての希望をかなえ、 
誰もが活躍できる地域社会づくり 

 

 

 

若い世代が将来に不安なく結婚し、希望する時期に安心して出産や子育てができる「子育

てしやすい豊川市」といわれるような環境をつくるとともに、誰もが活躍できる地域社会をつく

ります。 

 

 

 

指 標 
現状値 

（2018年度） 

目標値 

（2024年度） 

「子どもを生み、育てる環境」市民満足度（％） 48.4％ 60.0％ 

合計特殊出生率 1.55 1.63 

子育てを前向きに捉える親の割合（％） 90.8％ 95.0％ 

３歳未満児の受入れ（人） 1,343 人 1,500 人 

放課後児童クラブ利用者数（人） 1,421 人 1,800 人 

自立高齢者の割合（％） 84.7％ 83.2％ 

障害者相談件数（件） 5,528 件 7,350 件 

女性（日本人・外国人）の転出・転入者数（人）※ ＋119 人 ＋300 人 

  ※女性（日本人・外国人）の転出・転入者数：女性の人口の増減数（「出生・転入－死亡・転出」の合計値） 

 

 

 

 

（１） 安心して出産し、子どもが健やかに育つための支援 

●一般不妊治療費の助成、育児相談、予防接種費用の助成、各種健康診査の充実など、

母子の健康増進と子育てにかかる経費負担の軽減を図ります。 

●子ども達が知性や感性を磨き、豊かな人間性を身に付けることができるよう、学校環境・

教育の充実を図ります。 

 

≪ＳＤＧｓ～17の目標との関係≫ 

 

 

  
 

   

≪主な事業≫ 

基本的方向 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な施策 
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・子育て世代包括支援事業 

・産前・産後ヘルパー利用費補助事業 

・結婚支援事業 

・産婦健康診査事業 

・乳幼児健康診査事業 

・こんにちは赤ちゃん事業 

・一般不妊治療費助成事業 

・子どもの予防接種費用助成事業 

・子ども医療費支給事業 

・子育て応援金支給事業 

・妊産婦総合相談窓口の実施 

・産後ケア事業 

・学校教育環境の整備 

・学級運営支援事業 

・ＩＣＴを活用した教育環境（GIGAスクール構想）の推進 

・豊川産農産物を活用した学校給食の推進 

 

【担当部課】 

子ども健康部子育て支援課、子ども健康部保健センター、福祉部保険年金課、 

教育委員会学校教育課、教育委員会庶務課、教育委員会学校給食課 

 

（２） 保育サービス・子育て支援サービスの充実と子育てにやさしいまちづくり 

●希望するすべての人が安心して子どもを預け、仕事と子育てを両立できように、保育サー

ビスや保育施設などの充実を図ります。 

●子育て支援センターを軸に、関係機関・団体が連携し、地域全体で子ども達を見守り、子

育てを支援する仕組みを構築します。 

●総合保健センターの整備をはじめとした子育てに配慮した設備の充実、情報提供など、子

育てにやさしいまちづくりを推進します。 

 

≪ＳＤＧｓ～17の目標との関係≫ 

 

 
 

  
   

 

≪主な事業≫ 

・育休明けの入所予約制度 

・保育所などの給食費減免事業 

・保育施設などの環境整備 

・保育所の施設整備 

・総合保健センターの整備 
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・時間外保育事業 

・一時預かり事業 

・病児・病後児保育事業 

・子育て支援センター事業 

・ファミリー・サポート・センター事業 

・放課後児童健全育成事業 

 

【担当部課】 

子ども健康部保育課、子ども健康部子育て支援課、子ども健康部保健センター 

 

（３） 共生のまちづくりの推進 

●誰もが活躍できる地域社会をつくるため、女性、高齢者、障害者および外国人が共生する

まちづくりを推進します。 

●高齢者の健康と体力の保持、増進を図り、地域における交流の場づくりを支援するととも

に、生涯現役で働くことができる就労機会の確保を支援します。 

●障害者、外国人の希望に応じた就労や社会参加および女性の就労継続・再就職支援な

どに関する取組を推進します。 

●複雑・複合化した市民の支援ニーズに対応するために、重層的支援体制の整備を推進し

ます。 

 

≪ＳＤＧｓ～17の目標との関係≫ 

 

  
 

 

   

 

≪主な事業≫ 

・介護予防普及啓発事業および地域介護予防活動支援事業 

・在宅医療・介護連携推進事業 

・シルバー人材センターへの支援 

・障害者相談支援事業 

・障害者ワークステーション事業 

・外国人児童への日本語学習機会の提供 

・外国人受入環境整備事業 

・ワーク・ライフ・バランスの推進 

・とよかわオープンカレッジへの支援 

 ・重層的支援体制整備事業 

【担当部課】 

福祉部介護高齢課、福祉部福祉課、企画部人事課、市民部市民協働国際課、市民部

人権交通防犯課、教育委員会生涯学習課 
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基本目標④ 安全で快適に暮らせるまちづくり 
 

 

 

高齢化に伴う人口減少社会を迎える中、誰もが安心して健やかに暮らし続けることができ

る、安全で快適に暮らせる「まち」をつくります。 

 

 

 

指 標 
現状値 

（2018年度） 

目標値 

（2024年度） 

「豊川市の住みよさ」市民満足度（％） 89.4％ 90.0％ 

「安全・安心」市民満足度の平均値（ポイント）※１ 0.34 ポイント 0.37 ポイント 

都市機能誘導区域の人口割合（％）※２ 34.0％ 34.4％ 

鉄道駅の乗車人員（人）※３ 23,205 人 25,000 人 

防災アプリおよびとよかわ安心メール登録者数（人） 29,000 人 40,000 人 

交通事故（人身）年間発生件数（件） 1,035 件 740 件 

新たに取り組む事業連携数（事業） ― ６事業 

  ※１）「安全・安心」市民満足度の平均値：市民意識調査「安全・安心」の 11項目における評価点の平均値。 

「満足」を＋２点、「まぁ満足」を＋１点、「やや不満」を－１点、「不満」をー２点としている。 

  ※２）豊川市立地適正化計画（平成 29年３月）に基づく「都市機能誘導区域」内人口と市人口の割合。 

  ※３）鉄道駅の乗車人員：乗車の人員のみで、降車は含まない。 

 

 

 

 

（１） 拠点間の連携・拠点周辺への都市機能集約と居住の促進 

●コンパクトなまちづくりを推進するため、中心市街地や主要駅周辺の地域拠点などに医療・

福祉施設、商業施設などの都市機能を集約し、市外からの移住による居住促進を図りま

す。 

●公共交通機関の利便性を向上し、拠点間の連携を図ります。 

 

≪ＳＤＧｓ～17の目標との関係≫ 

 

 
 

 

    

 

≪主な事業≫ 

基本的方向 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な施策 
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・愛知御津駅の橋上化および周辺整備 

・拠点地区定住促進事業 

・拠点地区への都市機能立地の促進 

・八幡地区の都市機能集積と拠点間連携の推進 

・土地利用規制の緩和 

・空き家等対策の推進 

・公共交通機関等利用促進事業 

・市有地の宅地分譲 

 

【担当部課】 

都市整備部都市計画課、都市整備部八幡駅周辺地区まちづくり推進室、建設部建築

課、総務部財産管理課、市民部人権交通防犯課 

 

（２） 地域の安全・安心・高付加価値化の推進 

●居住しやすい環境づくりに向け、消防・防災対策、防犯対策を強化し、地域の安全性の向

上を図ります。 

●交通事故から命を守るため、通学路の安全対策や高齢者の安全運転への支援などの交

通安全対策を推進します。 

●空き店舗などのリノベーションや再生可能エネルギーの活用促進を支援し、地域の高付加

価値化を図ります。 

●感染症が拡大しない地域づくりを推進します。 

 

≪ＳＤＧｓ～17の目標との関係≫ 

 

 
      

 

≪主な事業≫ 

・消防署本署の建替 

・防災情報の伝達手段の整備 

・防災教育の推進 

・密集市街地整備事業 

・無電柱化推進事業 

・防犯カメラ設置事業 

・通学路の一斉点検と安全対策事業 

・高齢者の安全運転への支援 

・パーク・アンド・ライドの推進 

・再生可能エネルギーの活用促進への支援 

・予防接種事業 

・市民病院における感染症対応の強化 
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【担当部課】 

消防本部総務課、企画部防災対策課、都市整備部都市計画課、市民部人権交通防犯

課、建設部道路河川管理課、産業環境部環境課、子ども健康部保健センター、市民病

院経営企画室 

 

（３） 地域マネジメントと民間活力の導入 

●民間が持つ技術やノウハウを積極的に活用し、公共サービスの維持、向上を図ります。 

●地域の自助、共助による自治力を強化し、地域で課題を解決できる推進体制を支援しま

す。 

●地域や行政サービスにおけるデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）を支援・推進します。 

 

≪ＳＤＧｓ～17の目標との関係≫ 

 

 
 

 
    

 

≪主な事業≫ 

・公募設置管理制度などによる民間活力を導入した公園の新たな利活用 

・クラウドファンディングなどを活用した官民連携の促進 

・産学官による事業連携の推進 

・行政デジタル化の推進 

・公共施設におけるファシリティマネジメントの推進 

・ボランティア・ＮＰＯマンパワーの養成による地域力の向上 

 

【担当部課】 

都市整備部公園緑地課、企画部企画政策課、企画部情報システム課、総務部財産管

理課、市民部市民協働国際課 
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第３章 進行管理 

 総合戦略の進行管理では、総合計画実施計画に位置づけるとともに、毎年、施策や事業

の効果を検証するなど、ＰＤＣＡサイクルによる施策・事業の改善を図ります。 

 進行管理にあたっては、産業界、大学、金融機関、労働団体、メディアなどで構成する

「豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議」において外部評価を行い、各種団体が連

携しながら、事業の推進を図ります。 

 また、進行管理の結果、施策・事業などの改善が必要な場合には、必要に応じて総合戦

略の見直しを適宜行います。 

 

 

 

      第６次豊川市総合計画          第 2 期豊川市 

                   まち･ひと･しごと創生総合戦略 

  

 

進行管理のイメージ 

実施計画 

（Ｐｌａｎ） 

事業の実施 

（Ｄｏ） 

改善 

（Ａｃｔｉｏｎ） 

評価 

（Ｃｈｅｃｋ） 

総
合
戦
略
会
議
に
よ
る
外
部
評
価 

必要に応じて基本計画の見直し 必要に応じて総合戦略の見直し 

第 6 次総合計画 全体の総括 第 2 期総合戦略 全体の総括 

総合戦略と第７次豊川市総合計画の一体化 
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付属資料  

 

１． 用語解説 

 

 

 

 

ＩoＴ 

 Internet of Things の略で、モノがインターネット経由で通信すること。従来インタ

ーネットに接続されていなかった様々なモノ（センサー機器、駆動装置、建物、車、電子

機器など）が、ネットワークを通じてサーバーやクラウドサービスに接続され、相互に情

報交換をする仕組み。「モノのインターネット」という意味で使われる。 

 

ＩＣＴ 

 Information and Communication Technology の略で、情報通信技術のこと。コンピュ

ーターやネットワークといった情報処理に関する技術・産業・設備・サービスなどの総

称。 

 

イノベーション 

「技術革新」などと訳され、新たなものを創造し、変革を起こすことで経済や社会に価

値を生み出すこと。 

 

インバウンド 

 外国人が訪れてくる旅行のこと。日本へのインバウンドを訪日外国人旅行または訪日

旅行という。 

 

 

インフラ 

 Infrastructure の略で、道路や鉄道、上下水道、電力網、通信網、かんがい・治水施

設などの公共的・公益的な設備や施設、構造物などを指す。 

 

ＡＩ 

 Artificial Intelligence の略で、人工知能のこと。人間の知的ふるまいの一部を、ソ

フトウェアを用いて人工的に再現できる。 

あ行 
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ＳＮＳ 

 Social Networking Service の略で、インターネット上の交流を通して社会的ネット

ワークを構築するサービスのこと。Twitter、Facebook、LINEなど、人と人とのつながり

を促進・サポートするコミュニティ型のウェブサイト。 

 

ＳＤＧｓ 

 Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略で、2015年９月の国連サ

ミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2016

年から 2030年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・169のタ

ーゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）こ

とを誓っている。 

 

 

 

 

核家族 

 家族の形態の一つで、「夫婦のみ」、「夫婦と未婚の子ども」、「父親また母親とその未婚

の子ども」の小家族の世帯を指す。 

 

関係人口 

 移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々

と多様に関わる人々のこと。人口減少・高齢化により、地域づくりの担い手不足という課

題に直面しており、「関係人口」と呼ばれる地域外の人材が地域づくりの担い手となるこ

とが期待されている。 

 

ＫＰＩ 

 Key Performance Indicator の略で、重要業績指標として訳され、目標を達成する上

で、その達成度合いを計測・監視するための定量的な指標のこと。 

クラウドファンディング 

 群衆（crowd）と資金調達（funding）を組み合わせた造語で、インターネットを通して

自分の活動や夢を発信することで、想いに共感した人や活動を応援したいと思ってくれ

る人から資金を募る仕組み。 

 

合計特殊出生率 

 人口統計上の指標で、15歳～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人

の女性が一生に産む子どもの数に相当する。 

か行 
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公募設置管理制度 

 平成 29年の都市公園法改正により新たに設けられた、飲食店、売店などの公園利用者

の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用して

その周辺の園路、広場など一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修な

どを一体的に行う者を、公募により選定する制度。Park－PFIとも呼ばれる。 

 

交流人口 

 観光客などとして地域に訪れ、交流する人のこと。 

 

 

 

 

再生可能エネルギー 

 石油や石炭、天然ガスといった有限な資源である化石エネルギーとは違い、太陽光や

風力、地熱といった地球資源の一部など、自然界に常に存在するエネルギーのこと。「枯

渇しない」、「どこにでも存在する」、「CO2 を排出しない（増加させない）」などの特徴が

ある。 

 

自助・共助 

 自助とは、自分自身や家族の命と財産を守るために、自分や家族で取り組むこと。共助

とは、地域に協力したり、地域の方々と活動を行ったりするなど、周りの人達と助け合う

こと。 

自然動態 

 一定期間における出生・死亡に伴う人口の増減数のこと。 

 

シティセールス 

 市の魅力や個性を市内外に売り込むこと。 

 

社会動態 

 一定期間における転入・転出に伴う人口の増減数のこと。 

 

重層的支援体制 

 一つの世帯において複数の課題が存在するなど、地域住民の複雑化・複合化した支援

ニーズに対応するための自治体における包括的な支援体制。 

 

さ行 
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食育 

 「食」に関する知識と、バランスの良い「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活

を実践できる力を育むこと。 

 

スーパーシティ構想 

最先端技術を活用し、移動、物流、支払い、行政、医療・介護、教育、エネルギー、環

境・ごみ、防災、防犯・安全といった領域の個別分野にとどまらず、少なくとも５領域以

上の生活全般にまたがる分野で「丸ごと未来都市」を作ることを目指す構想。 

 

生産年齢人口 

 年齢別人口のうち、生産活動の中核をなす年齢の人口層を指し、15歳以上 64歳以下の

人口のこと。 

 

Society5.0 

 サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステム

により、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会のこと。狩猟社会

（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 

4.0）に続く、新たな社会を指すもので、第５期科学技術基本計画において我が国が目指

すべき未来社会の姿として初めて提唱された。 

 

 

 

 

地産地消 

 「地元生産－地元消費」を略した言葉で、「地元で生産されたものを地元で消費する」

という意味。「地産地消」は、消費者の食に対する安全・安心志向の高まりを背景に、消

費者と生産者の相互理解を深める取組として期待されている。 

 

デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ） 

企業（自治体も含む。）がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術

を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革すると

ともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を

確立すること。 

 

テレワーク 

  情報通信技術（ICT）を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方。働く場所

た行 
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によって、自宅利用型テレワーク（在宅勤務)、モバイルワーク、施設利用型テレワーク

（サテライトオフィス勤務など）の 3 つに分けられる。 

 

 

 

 

年少人口 

 年齢別人口のうち、０歳～14歳までの人口のことを指す。 

 

 

 

 

パーク・アンド・ライド 

 出発地からは自動車を利用し、途中で電車やバスなどに乗り換えて目的地まで移動す

る方式のこと。都市の中心部や観光地の交通混雑を緩和するために行われる。 

 

ＰＤＣＡサイクル 

 Plan(計画)、Do(実行)、Check(確認)、Action（行動）の４つの行動で構成され、これ

らを連続して繰り返し行うことにより、質の向上や事業の円滑化を実現させようという

システム。 

 

ファシリティマネジメント 

 企業、団体などが保有又は使用する全施設資産およびそれらの利用環境を、経営戦略

的視点から総合的かつ統括的に企画、管理、活用する経営活動のこと。 

 

ファミリー・サポート・センター 

 地域において育児や介護の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、育児や介護

について助け合う会員組織。 

 

ふるさと納税 

 納税者の生まれた故郷や思い出の自治体など、応援したい自治体を選んで寄附ができ

る制度。寄附金のうち 2,000 円を超える部分については所得税の還付と住民税の控除が

受けられる。また、寄附金の使い道を指定できたり、寄附した自治体からはお礼の品とし

て返礼品が貰えたりする特典もある。 

 

な行 

は行 
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遊休不動産 

 空き店舗、空きビル、廃工場、空き倉庫、空き地など、活用がされていない不動産のこ

と。 

 

 

 

 

リノベーション 

 「革新、刷新、修復」を意味し、既存の建物に大規模な工事を行うことで、住まいの性

能を新築の状態よりも向上させたり、価値を高めたりすること。リフォームがマイナス

の状態のものをゼロの状態に戻すための機能の回復という意味合いに対して、リノベー

ションはプラスαで新たな機能や価値を向上させることをいう。 

 

 

 

 

ワーク・ライフ・バランス 

 仕事と生活の調和のことであり、「市民一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働

き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年

期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる」こと。 

や行 

わ行 

ら行 



第２期豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

- 35 - 

 

付
属
資
料 

総
合
戦
略
会
議
の
概
要 

２． 豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議の概要 

 

目 的 

社会経済情勢の変化に対応するとともに、限られた資源を最大限活用するため、住みよ

さを実感でき、活気があるまちづくりを推進することを目的とします。 

 

役 割 

１ 豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定 

２ 豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の実施状況の評価及び推進 

 

委 員 

１ 委員は１３人以内で構成し、学識経験者、団体推薦者により市長が委嘱します。 

２ 委員の任期は２年です。 

  （平成３１（２０１９）年４月１日～令和３（２０２１）年３月３１日） 

 

名 簿  （敬称略）                  令和３年１月１日現在 

 

氏 名 所属団体、役職名 

阿部  聖 愛知大学 教授 

花岡 幹明 豊橋創造大学短期大学部 准教授 

長谷川 完一郎 豊川商工会議所 専務理事 

高桑 利季 豊川青年会議所 直前理事長 

牧野 延全 ひまわり農業協同組合 営農部営農企画課長 

酒井 雅喜 連合愛知三河東地域協議会 事務局長 

久野 真司 豊川信用金庫 地域貢献部長 

平賀 菜由美 豊川市観光協会 専務理事兼事務局長 

川合 道子 中日新聞 豊川通信局長 

宮地 清和 豊川ビジョンリサーチ 幹事 

伊奈 克美 特定非営利活動法人とよかわ子育てネット理事 
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３． 豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部の概要 

 

目 的 

豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略を推進することを目的とします。 

 

役 割 

１ 豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び実施 

２ 豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の評価 

 

委 員 

本部長は、市長、副本部長は企画部に属する事務を担当する副市長とし、本部員とし

て副本部長以外の副市長、教育長、病院事業管理者や下表の部長職とします。 

 

令和３年１月１日現在 

企画部長     防災対策監   総務部長    財産管理監   福祉部長 

子ども健康部長  市民部長    産業環境部長  建設部長 

都市整備部長   上下水道部長  消防長     市民病院事務局長 

議会事務局長   教育部長 
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付
属
資
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策
定
経
過 

４． 策定経過 

 

年月日 経過内容 

令和元年 ８月 21 日 第１回豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議 

９月 ３日 第１回豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部会議 

９月 19 日 政策課題調査特別委員会 

令和２年 １月 14 日 第２回豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部会議 

１月 28 日 第２回豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議 

２月 ６日 政策課題調査特別委員会 

２月 17 日 
パブリックコメント 

３月 18 日 

３月 23 日 第３回豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部会議 

 

 

５． 改訂経過 

 

年月日 経過内容 

令和３年 ２月 １日 第２回豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議（書面） 

令和３年 ３月 ８日 第２回豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部会議 
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